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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路上の車両の走行状態に関する情報に基づいて要求される第一の要求加速度および自
車両の直前を走行する先行車あるいは自車両の前方の障害物の少なくともいずれか一方と
自車両との相対関係に基づいて要求される第二の要求加速度から目標加速度を選択する場
合、前記第一の要求加速度および前記第二の要求加速度のうち最小の加速度を前記目標加
速度として自車両の加速度を制御し、
　前記第一の要求加速度は、前記走行状態に関する情報に基づく目標速度に基づいて算出
され、
　前記目標速度は、前記道路における渋滞の発生を抑制可能な速度である
　ことを特徴とする車両制御システム。
【請求項２】
　前記走行状態に関する情報は、自車両の前方を走行する車両の速度である前方車両速度
を含むものであって、
　前記目標速度は、前記前方車両速度に基づいて決定される
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　前記走行状態に関する情報は、前記道路の交通量を含むものであって、
　前記目標速度は、走行速度と前記道路を通行可能な交通量との関係に基づいて算出され
る
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　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　運転者が所望する車速である設定車速が入力されており、かつ前記目標速度が前記設定
車速を超えている場合であって、前記加速度の制御によって前記設定車速を超える車速で
自車両を走行させようとする場合、予め前記運転者に前記設定車速を超える車速で走行さ
せることについての許可を得る
　請求項１から３のいずれか１項に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記第一の要求加速度は、自車両の前方の前記走行状態に関する情報に基づく直前の車
両との相対関係の目標値に基づいて算出される
　請求項１から４のいずれか１項に記載の車両制御システム。
 
【請求項６】
　前記第一の要求加速度は、自車両の前方の前記走行状態に関する情報に基づく最適な加
速度に基づいて算出される
　請求項１から５のいずれか１項に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　前記走行状態に関する情報は、自車両の前方を走行する車両における加速度の目標値で
ある前方車両加速度目標値を含むものであって、
　前記最適な加速度とは、前記前方車両加速度目標値である
　請求項６に記載の車両制御システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、目標車速に基づき自車の走行を制御する技術が知られている。例えば、特許文献
１には、クルーズコントロール車速および自車走行レーンにおける制限車速のうち小さい
車速を目標車速として自車の走行を制御する車両用走行制御システムの技術が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０８６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両の制御における目標を適切なものとすることについて、なお検討の余地がある。例
えば、目標車速を実現するまでの過程も考慮することが望ましい。また、道路の交通状況
や先行車との関係等によって適切な制御の態様が異なることが考えられる。
【０００５】
　本発明の目的は、車両の制御における制御目標を適切なものとすることができる車両制
御システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の車両制御システムは、道路上の車両の走行状態に関する情報に基づいて要求さ
れる第一の要求加速度および自車両の直前を走行する先行車あるいは自車両の前方の障害
物の少なくともいずれか一方と自車両との相対関係に基づいて要求される第二の要求加速
度から目標加速度を選択する場合、前記第一の要求加速度および前記第二の要求加速度の
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うち最小の加速度を前記目標加速度として自車両の加速度を制御し、前記第一の要求加速
度は、前記走行状態に関する情報に基づく目標速度に基づいて算出され、前記目標速度は
、前記道路における渋滞の発生を抑制可能な速度であることを特徴とする。
【０００８】
　上記車両制御システムにおいて、前記走行状態に関する情報は、自車両の前方を走行す
る車両の速度である前方車両速度を含むものであって、前記目標速度は、前記前方車両速
度に基づいて決定されることが好ましい。
【００１０】
　上記車両制御システムにおいて、前記走行状態に関する情報は、前記道路の交通量を含
むものであって、前記目標速度は、走行速度と前記道路を通行可能な交通量との関係に基
づいて算出されることが好ましい。
【００１１】
　上記車両制御システムにおいて、運転者が所望する車速である設定車速が入力されてお
り、かつ前記目標速度が前記設定車速を超えている場合であって、前記加速度の制御によ
って前記設定車速を超える車速で自車両を走行させようとする場合、予め前記運転者に前
記設定車速を超える車速で走行させることについての許可を得ることが好ましい。
【００１２】
　上記車両制御システムにおいて、前記第一の要求加速度は、自車両の前方の前記走行状
態に関する情報に基づく直前の車両との相対関係の目標値に基づいて算出されることが好
ましい。
【００１３】
　上記車両制御システムにおいて、前記第一の要求加速度は、自車両の前方の前記走行状
態に関する情報に基づく最適な加速度に基づいて算出されることが好ましい。
【００１４】
　上記車両制御システムにおいて、前記走行状態に関する情報は、自車両の前方を走行す
る車両における加速度の目標値である前方車両加速度目標値を含むものであって、前記最
適な加速度とは、前記前方車両加速度目標値であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明にかかる車両制御システムは、道路上の車両の走行状態に関する情報に基づいて
要求される第一の要求加速度および自車両の直前を走行する先行車あるいは自車両の前方
の障害物の少なくともいずれか一方と自車両との相対関係に基づいて要求される第二の要
求加速度のうち最小の加速度を目標加速度として自車両の加速度を制御する。本発明にか
かる車両制御システムによれば、先行車等との相対関係を確保することと道路上の車両の
走行状態に基づいて自車両を制御することとの両立を図り、車両の制御における制御目標
を適切なものとすることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本実施形態における要求加速度の調停方法を示す図である。
【図２】図２は、実施形態にかかる車両制御システムが搭載された車両を示す図である。
【図３】図３は、インフラシステムを示す図である。
【図４】図４は、実施形態のＥＣＵが有する機能について説明するための図である。
【図５】図５は、実施形態のＥＣＵが有する機能について説明するための他の図である。
【図６】図６は、渋滞状態および臨界状態の判断方法の一例について説明するための図で
ある。
【図７】図７は、減速ショックウェーブが発生した状態を示す図である。
【図８】図８は、減速ショックウェーブ発生時の車両制御について説明するための図であ
る。
【図９】図９は、自車両の前方に渋滞が発生した状態を示す図である。
【図１０】図１０は、渋滞接近時の車両制御について説明するための図である。
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【図１１】図１１は、前方の渋滞が解消された状態を示す図である。
【図１２】図１２は、前方の渋滞が解消されたときの車両制御について説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施形態にかかる車両制御システムにつき図面を参照しつつ詳細に説
明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実
施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のも
のが含まれる。
【００１８】
（実施形態）
　図１から図１２を参照して、実施形態について説明する。本実施形態は、車両制御シス
テムに関する。図１は、本実施形態における要求加速度の調停方法を示す図、図２は、本
実施形態にかかる車両制御システム１－１が搭載された車両を示す図、図３は、インフラ
システムを示す図である。
【００１９】
　図１に示すように、本実施形態では、ＡＣＣ制御の要求加速度と協調要求加速度の２種
類の要求加速度から目標とする加速度を選択する場合、それらの要求加速度の最小値が選
択される。そして、選択された加速度を目標加速度として、自車両の加速度が制御される
。ここで、協調要求加速度とは、共通の「あるべき速度」を目標速度とするなど、道路上
の車両の走行状態に関する情報に基づいて複数の車両を協調して走行させる協調交通流制
御の要求加速度である。本実施形態の協調要求加速度は、第一の要求加速度に対応してい
る。また、ＡＣＣ制御の要求加速度は、自車両の直前を走行する先行車と自車両との相対
関係に基づいて要求されるものであり、第二の要求加速度に対応する。
【００２０】
　「あるべき速度」とは、例えば、渋滞の発生を抑制可能な速度として算出されるもので
ある。ＡＣＣ制御の要求加速度が協調要求加速度を上回る場合、自車要求加速度として協
調要求加速度が採用される。一方、ＡＣＣ制御の要求加速度が協調要求加速度を下回る場
合、先行車との車間の確保を優先してＡＣＣ制御の要求加速度が自車要求加速度として採
用される。
【００２１】
　本実施形態の要求加速度の調停によれば、常に、システムが減速側に働く。直前を走行
する先行車が協調交通流制御のシステムを搭載していない車両であると、先行車に対して
はＡＣＣ制御の減速側支援が優先される。また、運転者が設定した速度へ追従するための
要求加速度も調停対象となるため、協調要求加速度が運転者の設定車速以上に加速させて
しまわないように調停することができる。
【００２２】
　図２に示すように、車両１には、エンジン１１が設けられている。エンジン１１には、
トルクコンバータ１２を有する自動変速機１３が連結されている。エンジン１１の駆動力
は、トルクコンバータ１２を介して自動変速機１３に入力され、デファレンシャルギヤ１
４及びドライブシャフト１５を介して駆動輪１６に伝達される。自動変速機１３は、Ａ／
Ｔ油圧制御装置１７により車両の運転状態に応じて変速比が自動的に制御される。ブレー
キ装置１８は、ブレーキ油圧制御装置１９によって制御されて、車両を制動する。
【００２３】
　車両１には、エンジン１１や自動変速機１３やブレーキ装置１８などを制御する電子制
御ユニット（ＥＣＵ）２０が設けられている。ＥＣＵ２０は、エンジン１１、自動変速機
１３（Ａ／Ｔ油圧制御装置１７）及びブレーキ装置１８（ブレーキ油圧制御装置１９）の
総合的な制御を行う。本実施形態では、エンジン１１は、ＥＣＵ２０によって制御されて
出力トルクが調節されることで、車両の加速度（駆動力）を制御する加速度制御手段とし
て機能することができる。また、ブレーキ装置１８は、ＥＣＵ２０によって制動力が制御
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されることで車両１の加速度（負の加速度）を制御する減速度制御手段として機能するこ
とができる。ＥＣＵ２０は、自車要求加速度を目標加速度としてエンジン１１やブレーキ
装置１８等を制御し、目標加速度を実現する車両制御装置としての機能を有する。
【００２４】
　車両１には、アクセルペダルの操作量（アクセル開度）を検出するアクセルポジション
センサ２１が設けられている。アクセルポジションセンサ２１により検出されたアクセル
開度を示す信号は、ＥＣＵ２０に出力される。エンジン１１の吸気管２２に設けられたス
ロットルコントロールバルブ２３は、スロットルアクチュエータ２４により開閉可能とさ
れている。ＥＣＵ２０は、アクセル開度にかかわらずスロットルアクチュエータ２４によ
りスロットルコントロールバルブ２３のスロットル開度を制御することができる。車両１
には、スロットルコントロールバルブ２３の全閉状態（アイドル状態）及びスロットル開
度を検出する図示しないスロットル開度センサが設けられている。スロットル開度センサ
によって検出されたアイドル状態及びスロットル開度のそれぞれを示す信号は、ＥＣＵ２
０に出力される。
【００２５】
　車速センサ２９は、車両１の車速を検出するものである。車間距離センサ３０は、自車
両と直前の車両との車間距離を検出することができる。車間距離センサ３０は、例えば、
車両前部に搭載されたレーザーレーダーセンサ又はミリ波レーダーセンサなどのセンサと
することができる。車間距離センサ３０は、自車両の前方の障害物を検出することも可能
である。ブレーキ操作量センサ３１は、ブレーキ装置１８の操作量を検出する。
【００２６】
　路車間通信装置３２は、道路側に設けられたインフラシステム１－２（図３参照）との
間で通信を行うものである。車車間通信装置３３は、他車両との通信を行うものである。
各センサ２９，３０，３１の検出結果を示す信号は、ＥＣＵ２０に出力される。また、Ｅ
ＣＵ２０は、各通信装置３２，３３と接続されており、通信装置３２，３３のそれぞれと
信号を授受する。
【００２７】
　ＥＣＵ２０は、変速マップを有しており、スロットル開度、車速などに基づいて、自動
変速機１３の変速段を決定し、この決定された変速段を成立させるようにＡ／Ｔ油圧制御
装置１７を制御することができる。
【００２８】
　ナビゲーション装置５０は、自車両を所定の目的地に誘導することを基本的な機能とし
ており、ＥＣＵ６０と、操作部５１と、表示部５２と、スピーカ５３と、位置検出部５４
と、地図データベース５５と、運転履歴記録部５６とを備えている。ナビゲーション装置
５０のＥＣＵ６０は、ＥＣＵ２０と双方向の通信が可能である。
【００２９】
　ＥＣＵ６０のＣＰＵ６１は、入力された情報に基づいて、ナビゲーション処理等の各種
演算処理を行う。ＥＣＵ６０のＲＯＭ６２には、目的地までの経路の検索、経路中の走行
案内等を行うための各種プログラムが格納されている。ＲＡＭ６３は、読み書き可能なメ
モリである。
【００３０】
　位置検出部５４は、ＧＰＳレシーバ、地磁気センサ、距離センサ、ビーコンセンサ、及
びジャイロセンサを備えている。位置検出部５４は、自車の位置を検出し、その検出した
自車の位置を示すデータをＥＣＵ６０に出力する。
【００３１】
　地図データベース５５には、車両の走行に必要な情報（地図、直線路、カーブ、登降坂
、高速道路、サグ、トンネルなど）が記憶されている。地図データベース５５は、地図デ
ータファイル、交差点データファイル、ノードデータファイル、道路データファイルを備
えている。ＥＣＵ６０は、地図データベース５５を参照して、必要な情報を読み出す。本
実施形態の車両制御システム１－１は、ＥＣＵ２０、路車間通信装置３２、車車間通信装
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置３３、Ａ／Ｔ油圧制御装置１７、ブレーキ油圧制御装置１８、ナビゲーション装置５０
を備える。
【００３２】
　図３に示すインフラシステム１－２は、交通基盤としての道路側に設置されたシステム
である。インフラシステム１－２は、協調交通流制御にかかる情報を道路上の各車両に送
信する。インフラシステム１－２は、交通量計測装置４１、インフラ装置４２および路車
間通信装置４３を有する。交通量計測装置４１は、道路を走行する車両の交通量を計測す
るものである。交通量計測装置４１は、道路の各車線における単位時間あたりの通過台数
を計測して道路の交通量を計測する。例えば、一つの進行方向について走行車線および追
越車線をそれぞれ１車線備えた高速道路では、交通量計測装置４１は、走行車線および追
越車線のそれぞれにおいて単位時間あたりの通過台数を計測して、各車線の交通量および
高速道路全体の交通量を計測する。
【００３３】
　インフラ装置４２は、交通量計測装置４１によって計測された交通量を取得し、路車間
通信装置４３を介して交通量を送信する。路車間通信装置４３は、インフラシステム１－
２と車両制御システム１－１との間で双方向の通信を行う通信装置である。路車間通信装
置４３は、車両制御システム１－１の路車間通信装置３２から送信される信号を受信する
。また、路車間通信装置４３が送信した信号は、車両制御システム１－１の路車間通信装
置３２によって受信される。
【００３４】
　本実施形態の車両１では、ＥＣＵ２０により、他車両との車車間通信や路車間通信によ
って取得した、道路上の車両の走行状態に関する情報に基づいて車両制御が行われる。道
路上の車両の走行状態に関する情報とは、道路上の個々の車両の走行状態に関する情報や
、道路上の一定の領域における走行状態に関する情報を含むものである。例えば、個々の
車両における現在位置、進行方向（方位）、走行速度、走行加速度、ジャーク、車間距離
、車間時間等や、これらの目標値は道路上の車両の走行状態に関する情報に含まれる。ま
た、道路上の交通量や、平均走行速度、交通流状況等は道路上の車両の走行状態に関する
情報に含まれる。
【００３５】
　道路上の車両の走行状態に関する情報に基づく車両制御として、例えば、ＥＣＵ２０は
、通信によって取得した周辺交通流状況から、全体をスムーズに流す「あるべき速度」を
生成し、そのあるべき速度との相対速度を０にするようにスムーズに自車両を制御する。
また、ＥＣＵ２０は、自車両の前方の渋滞に基づいて「あるべき速度」を生成することも
できる。このように、道路上の車両の走行状態に関する情報に基づいて、全体をスムーズ
に流すことができる共通速度や渋滞の状況に応じた速度を目標速度とするなど、道路上の
他車両と協調して自車両を走行させる制御を本実施形態では「協調交通流制御」と記載す
る。
【００３６】
　車車間通信では、識別情報、走行情報、制御目標量情報、ドライバ操作情報、車両スペ
ック情報、通信規格情報、環境情報を含む各種情報が他車両に向けて送信される。識別情
報は、送信元の車両ＩＤや送信元車両が所属する車群のＩＤを含む。走行情報は、現在位
置、進行方向（方位）、走行速度、走行加速度、ジャーク、車間距離、車間時間等の自車
両の走行に関する測定値情報である。制御目標量情報は、車載機器が車両１を制御する際
の目標値・入力値・制御指令値等であって、目標速度、目標加速度、目標ジャーク、目標
方向（方位）、目標車間時間、目標車間距離を含む。
【００３７】
　ドライバ操作情報は、運転者から入力操作された操作量や入力情報であって、アクセル
操作量、ブレーキ操作量（踏力やストローク）、ウィンカ操作（操作の有無や操作方向）
、舵角、ブレーキランプのＯＮ／ＯＦＦ等を含む。車両スペック情報は、車重、最大ブレ
ーキ力、最大加速力、最大ジャーク、各アクチュエータ（ブレーキ、アクセル、シフト等
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）の反応速度や時定数を含む。通信規格情報は、予め決められたルールに基づくものであ
って、挨拶情報や転送情報を示すフラグなどを含む。環境情報は、走行環境に関する情報
であって、路面情報（例えばμ、勾配、温度、ウェット／ドライ／凍結、アスファルト／
未舗装）、風速や風向などの情報を含む。
【００３８】
　なお、本実施形態では、車両１のＥＣＵ２０が「あるべき速度」を実現するように車両
１の速度や加速度等を自動制御する場合を例に説明するが、協調交通流制御は、これに限
定されるものではない。協調交通流制御は、「あるべき速度」を実現するように車両１の
速度や加速度等を自動制御するものだけでなく、「あるべき速度」で車両１を走行させる
ように運転者を誘導するものも含む。すなわち、協調交通流制御は、共通の「あるべき速
度」を目標速度とするなど複数の車両が協調して走行する状態を実現するためのものであ
って、加速度や速度、車間等の走行状態の制御は自動であるか手動であるかを問わない。
【００３９】
　運転者を誘導する手段としては、例えば、道路全体をスムーズに流すために好ましい目
標速度として「あるべき速度」を運転者に対して表示するＨＭＩ（Human Machine Interf
ace）装置が挙げられる。例えば、インストルメントパネル等に好ましい走行速度を表示
する表示装置が設けられてもよい。この場合、ＥＣＵ２０が行う協調交通流制御は、「あ
るべき速度」で車両１を走行させることができるように、その速度を表示装置に表示させ
ることで運転者をアシストすることである。本実施形態では、協調交通流制御を実行可能
な車両制御システム１－１が搭載された車両を「システム搭載車両」と記載する。また、
他の車両との関係を記述する場合など、車両１を「自車両１」とも記載する。
【００４０】
　本実施形態の車両１は、ＡＣＣ（Adaptive Cruise Control）制御を実行可能である。
ＡＣＣ制御では、レーダー等により先行車を検出し、先行車に合わせ一定の車間距離を保
つように追従走行する追従制御、および、車両１の車速が一定車速となるように車両１を
走行させる定速走行制御を実行可能である。ＡＣＣ制御による車両制御は、例えば、ＥＣ
Ｕ２０によって実行される。
【００４１】
　図２に示すように、車両１は、ＡＣＣコントロールスイッチ３４を備えている。ＡＣＣ
コントロールスイッチ３４は、運転者がＡＣＣ制御の各種操作を行うためのものである。
運転者は、ＡＣＣコントロールスイッチ３４によって、ＡＣＣ制御のＯＮ／ＯＦＦ、設定
車速の入力、追従走行における所定距離の入力等を行うことができる。
【００４２】
　定速走行制御では、運転者により入力された設定車速を目標速度として車速が自動制御
される。ＥＣＵ２０は、例えば、ＡＣＣ制御の実行中に先行車が存在しない場合、設定車
速を維持して走行するように車両１の走行制御を行う。また、ＥＣＵ２０は、設定車速よ
りも低速で走行する先行車が検出されている場合、その先行車との車間距離を予め入力さ
れた所定距離に保つように追従制御を行う。ＥＣＵ２０は、車間距離センサ３０の検出結
果に基づいて、自車両と同一の車線上の先行車を検出することができる。ＥＣＵ２０は、
その先行車との車間距離が所定距離よりも小さくならないように車両１の車速や加速度を
制御する。従って、ＥＣＵ２０は、先行車の車速が設定車速よりも低速である場合、自車
両の車速を低下させて車間距離を保つようにする。
【００４３】
　本実施形態の車両１は、協調交通流制御を実行することで、渋滞の発生等を抑制するこ
とができる。高速道路等での渋滞の発生は、人間の認知能力・判断能力・操作能力の限界
が原因の一つである。例えば、運転者には、直前車しか見えなかったり、道路勾配の変化
を認知しにくかったり錯覚したりするという認知能力の限界や、交通流全体を見て判断す
ることができないという判断能力の限界、直前車の動きに合わせて直前車よりも遅れて操
作するという操作能力の限界がある。このため、先頭車両が減速した場合に、速度の低下
が増幅しながら後続車両に伝播する減速ショックウェーブによって渋滞が発生することが
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ある。
【００４４】
　本実施形態では、ＥＣＵ２０が協調交通流制御の「あるべき速度」を生成し、その速度
を目標速度として車両１を制御する機能を有する。図４および図５は、ＥＣＵ２０が有す
る機能について説明するための図である。図４に示すように、ＥＣＵ２０は、周囲の交通
流状況を認知する機能、最適速度等を判断する機能、および車両１を制御する機能を有す
る。なお、ＥＣＵ２０は、車両１を制御する機能に代えて、または加えて、運転者を誘導
する支援機能を有していてもよい。
【００４５】
　認知する機能とは、例えば、人間や車間距離センサ３０のような自律センサには見えな
いこれからの交通状況、例えば、視認できない前方の交通状況を認知するものである。Ｅ
ＣＵ２０は、路車間通信や車車間通信により取得した情報に基づいて、周囲の交通流状況
を認知する。ここで、周囲の交通流状況とは、自車両が走行している道路上を自車両と同
方向に走行する車両の走行状態に関する情報である。周囲とは、例えば、自車両が走行す
る道路における自車両の周囲であり、自車両が走行する車線や、進行方向が同じであって
自車両と異なる車線も含むものである。また、周囲とは、自車両の前方や側方を含むもの
であり、更に自車両の後方を含むものであってもよい。
【００４６】
　図５に示すように、ＥＣＵ２０は、自車線の車両と他車線の車両とを選別することがで
きる。例えば、システム搭載車両から送信された車両位置情報に基づいて、そのシステム
搭載車両が自車線と同じ車線を走行しているか、他車線を走行しているかを判別すること
ができる。ＥＣＵ２０は、例えば、ナビゲーション装置５０から取得した道路の各車線に
関する位置情報および自車両の位置情報と、他のシステム搭載車両の位置情報とに基づい
て、自車両と他のシステム搭載車両とが同じ車線上にあるか否かを判断することができる
。
【００４７】
　交通流状況とは、道路上の各車両の走行状態や、道路上の車両の流れの状態を含むもの
である。車両の流れの状態は、例えば、渋滞状態、臨界状態等として認知される。渋滞状
態や臨界状態は、例えば、車速および交通量に基づいて判断することができる。例えば、
車車間通信によって取得した自車両の前方を走行中のシステム搭載車両の車速と、路車間
通信によってインフラ装置４２から取得した交通量とに基づいて、自車両の前方の交通流
状況が、渋滞状態や臨界状態であるかを判断することができる。図６は、渋滞状態および
臨界状態の判断方法の一例について説明するための図である。図６において、横軸は交通
量Ｑ、縦軸は平均車速Ｖを示す。交通量Ｑとは、車線毎の単位時間あたりの通過台数（台
／時間・車線）である。つまり、図６には、走行速度と道路を通行可能な交通量との関係
が示されている。図６において原点を通る直線の傾きは、道路上の車両密度を示す。車両
密度は、交通量Ｑの増加や平均車速Ｖの減少によって増加し、交通量Ｑの減少や平均車速
Ｖの増加によって減少する。また、符号Ｄｃは、臨界密度を示す。車両密度が臨界密度Ｄ
ｃを超えると、渋滞状態に移行しやすい。
【００４８】
　符号Ｑｃは、最大交通量線を示す。最大交通量線Ｑｃは、各平均車速Ｖと道路を通行可
能な最大交通量との関係を示している。最大交通量線Ｑｃは、人間が車両を走行させると
きの平均的な車間時間特性に対応している。符号Ｐｈ１は自由相、Ｐｈ２は臨界相、Ｐｈ
３は渋滞相をそれぞれ示す。自由相Ｐｈ１は、最大交通量線Ｑｃにおける車両密度が小さ
な範囲に対応する。臨界相Ｐｈ２は、最大交通量線Ｑｃにおいて自由相Ｐｈ１よりも車両
密度が大きな範囲であって、臨界密度Ｄｃの近傍および臨界密度Ｄｃよりも車両密度が小
さな範囲に対応する。渋滞相Ｐｈ３は、最大交通量線Ｑｃにおいて臨界密度Ｄｃよりも車
両密度が大きな範囲に対応する。
【００４９】
　車両密度が臨界密度Ｄｃを超えると一様な流れが不安定になり、わずかな速度の揺らぎ



(9) JP 5672822 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

が、車両の進行方向とは逆向きに成長しながら伝わり（減速ショックウェーブ）、渋滞相
Ｐｈ３へ一気に変化（相転移）する。例えば、平均車速がＶ１で交通量がＱ１である状態
は、臨界相Ｐｈ２にある状態、すなわち臨界状態であり、この臨界状態にある場合、外乱
や更なる交通量の増加によって車両密度が臨界密度Ｄｃを超えやすく、渋滞状態に移行し
やすい。例えば、サグ等において速度低下が後続車両に伝播するショックウェーブが発生
すると、相転移によって渋滞状態に移行しやすい。
【００５０】
　ＥＣＵ２０の判断する機能とは、交通流がスムーズに流れる速度や車間を判断し決定す
る機能である。例えば、現在の車速よりも低い車速で各車両を走行させることで、交通流
状況を臨界状態に至らせないことや臨界状態を解消することができる場合がある。これと
は逆に、現在の車速よりも高い車速で各車両を走行させることで、臨界状態に至らせない
ことや臨界状態を解消することができる場合がある。ＥＣＵ２０は、例えば、取得した交
通量において臨界状態とならないスムーズに流れる速度の範囲で最適速度を決定する。
【００５１】
　例えば、取得した交通量がＱ１である場合、臨界状態とならず、かつ限界密度Ｄｃを超
えない速度の範囲Ｖａで最適速度を決定することができる。この場合、臨界状態とならず
、かつ限界密度Ｄｃを超えない速度の範囲Ｖａで現在の交通流の平均車速に最も近い車速
やその近傍の車速を最適速度としてもよい。あるいは、上記の速度の範囲Ｖａにおける最
大車速や最大車速以下でかつ最大車速の近傍の車速を最適速度としてもよい。また、車群
の安定性を重視する観点からは、上記の速度の範囲Ｖａにおける中間値を最適速度として
もよい。このように臨界状態とならず、かつ限界密度Ｄｃを超えない速度の範囲Ｖａで決
定された最適速度は、道路における渋滞の発生を抑制可能な速度である。なお、最適速度
の選択範囲とする速度の範囲Ｖａは、これに限定されるものではない。例えば、速度の範
囲Ｖａの最大値は、速度Ｖ１よりも小さな速度であればよい。また、速度の範囲Ｖａの最
小値は、交通量Ｑ１と最大交通量線Ｑｃとの２つの交点のうち低車速側の交点の速度以上
であればよく、渋滞相Ｐｈ３の速度よりも大きな速度であることが好ましい。
【００５２】
　なお、各車両制御システム１－１において、取得した交通量と決定する最適速度との対
応関係は同一や同様であることが望ましい。たとえば、異なるメーカーの車両同士であっ
ても、インフラシステム１－２から同一の交通量を取得した場合に最適速度が同一の車速
や近似の車速となることが好ましい。
【００５３】
　ＥＣＵ２０は、決定した最適速度および車間を目標速度および目標車間として、車両１
の速度および加速度を制御する。ＥＣＵ２０は、例えば、下記式（１）によって目標とす
る加速度を算出する。
　ａcooperate＝ｋａ・ａdes＋ｋｖ・（ｖdes－ｖ）＋ｋｄ・（ｄdes－ｄ）…（１）
　ここで、ａcooperateは協調交通流制御の要求加速度、ａdesはあるべき加速度、ｖdes

はあるべき速度、ｖは現在の車速、ｄdesはあるべき車間、ｄは現在の車間、ｋａ、ｋｖ

およびｋｄは予め定められた係数（ゲイン）である。係数ｋａは、例えば１とすることが
できる。以下の説明では、協調交通流制御の要求加速度を単に「協調要求加速度」とも記
載する。
【００５４】
　あるべき加速度ａdesは、最適な加速度であって、例えば、自車両１の前方の車両の走
行状態に関する情報に基づく。あるべき加速度ａdesは、例えば、車車間通信によって取
得した自車両の前方を走行しているシステム搭載車両の目標加速度（前方車両加速度目標
値）とすることができる。前方のシステム搭載車両の目標加速度は、運転者の運転操作に
基づくドライバ要求加速度であっても、協調要求加速度等の車両側のシステムの要求加速
度であってもよい。このようにすれば、前方のシステム搭載車両の加減速と同期して自車
両の加減速を行うフィードフォワード制御とすることができる。その結果、後に図７およ
び図８を参照して説明するように、前方から伝播してくる減速ショックウェーブ等を自車
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両で吸収して途絶えさせることが可能となる。あるべき速度ｖdesは、ＥＣＵ２０が決定
した最適速度である。あるべき車間ｄdesは、ＥＣＵ２０が決定した車間である。あるべ
き車間ｄdesは、自車両の前方の車両の走行状態に関する情報、例えば前方の車両の速度
等に基づいて算出される。なお、車間とは、車間距離あるいは車間時間等の自車両１の直
前の先行車との相対関係である。上記式（１）において、右辺第２項および第３項は、フ
ィードバック制御量である。
【００５５】
　係数ｋａ、ｋｖおよびｋｄは、実験やシミュレーションの結果に基づいて予め定められ
ている。係数ｋａ、ｋｖおよびｋｄは、例えば、道路上の車群の安定性の向上や、車両１
の乗り心地等を考慮して決定される。なお、車群の安定性とは、例えば、先頭の車両が減
速して後続車両に減速が伝播していくときの車間距離の減少量の伝播比で示される。この
伝播比が１を超えると後方の車両ほど車間距離が詰まって減速ショックウェーブが発生す
る。
【００５６】
　図７は、高速道路において減速ショックウェーブが発生した状態を示す図、図８は、減
速ショックウェーブ発生時の車両制御について説明するための図である。なお、協調交通
流制御は、高速道路に限らず、他の道路で実行されてもよい。図７において、符号Ｓ１，
Ｓ２，Ｓ３は、自車線における自車両１の前方を走行するシステム搭載車両を示す。シス
テム搭載車両Ｓ１からＳ３において、システム搭載車両Ｓ１は最も前方を走行しており、
システム搭載車両Ｓ３は最も後方を走行している。減速ショックウェーブの発生により、
後方の車両ほど速度低下幅が増幅している。前方のシステム搭載車両Ｓ１の速度８０ｋｍ
／ｈに対して、２台目のシステム搭載車両Ｓ２の速度は７０ｋｍ／ｈ、３台目のシステム
搭載車両Ｓ３の速度は６０ｋｍ／ｈまで低下している。減速ショックウェーブは自車両１
まで到達しておらず、自車両１は、時速８０ｋｍ／ｈで走行している。
【００５７】
　図８に示すように、ＥＣＵ２０は、車車間通信によって各システム搭載車両Ｓ１，Ｓ２
，Ｓ３の現在車速を取得し、減速ショックウェーブを認知する。なお、ＥＣＵ２０は、車
速だけでなく、各システム搭載車両Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３の制動状態や先行車との車間距離の
情報に基づいて減速ショックウェーブを認知するようにしてもよい。このように前方のシ
ステム搭載車両から送信される情報に基づいて減速ショックウェーブの発生を認識するこ
とで、減速ショックウェーブが自車両１に到達する前に自車両１の減速を開始することが
できる。ＥＣＵ２０は、自車両１の前方が減速ショックウェーブ状態であると判断すると
、最適速度を判断する。最適速度は、例えば、自車線の先行車群の平均速度（７０ｋｍ／
ｈ）あるいは最低速度（６０ｋｍ／ｈ）とされる。ＥＣＵ２０は、先行車群から取得した
情報に基づいてあるべき加速度およびあるべき車間を決定する。そして、ＥＣＵ２０は、
あるべき速度、加速度および車間に基づき、上記式（１）から協調交通流制御の要求加速
度を算出して、この要求加速度を目標加速度として車両１を制御する。
【００５８】
　このように通信によって前方の減速ショックウェーブを認知できることで、例えば、自
車両１の直前をシステム搭載車両ではない大型の先行車Ｎ１が走行しており、前方を視認
できないような場合であっても、減速ショックウェーブの接近を知ることができる。ＥＣ
Ｕ２０は、減速ショックウェーブが自車両１に到達する前に自車両１を減速させることが
できる。例えば、先行車Ｎ１が減速を開始する前に自車両１の減速が開始されることで、
先行車Ｎ１との車間距離を十分に確保し、減速ショックウェーブによる車間の詰りを抑制
することが可能となる。このように、前方のシステム搭載車両に対する自車両１の相対速
度制御が、減衰として働き、減速ショックウェーブを素早く吸収することができる。
【００５９】
　図９は、高速道路において自車両の前方に渋滞が発生した状態を示す図、図１０は、渋
滞接近時の車両制御について説明するための図である。図９において、符号Ｓ４，Ｓ５は
、自車線における自車両１の前方を走行するシステム搭載車両を示す。システム搭載車両
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Ｓ４，Ｓ５は、渋滞の車群内にあり、システム搭載車両Ｓ５は、渋滞の最後尾車両となっ
ている。システム搭載車両Ｓ４，Ｓ５は、それぞれ時速１０ｋｍ／ｈで走行している。自
車両１からは渋滞が直接見えず、自車両１は時速１００ｋｍ／ｈで走行している。
【００６０】
　図１０に示すように、自車両１のＥＣＵ２０は、車車間通信によって前方のシステム搭
載車両Ｓ４，Ｓ５から取得した情報に基づいて、自車線における前方が渋滞状態であるこ
とを認知する。ＥＣＵ２０は、前方が渋滞状態であることを認知すると、自車線先行車群
の速度からあるべき速度を生成する。生成される最適速度は、例えば、先行車群の平均速
度（１０ｋｍ／ｈ）あるいは最低速度（１０ｋｍ／ｈ）とすることができる。つまり、目
標速度は、自車両の前方を走行する車両（Ｓ４，Ｓ５）の速度である前方車両速度に基づ
いて決定される。また、ＥＣＵ２０は、先行車群から取得した情報に基づいてあるべき加
速度およびあるべき車間を決定する。そして、ＥＣＵ２０は、あるべき速度、加速度およ
び車間に基づき、上記式（１）から協調要求加速度を算出して、この要求加速度を目標加
速度として車両１を制御する。
【００６１】
　このように前方の渋滞状態をいち早く認知してあるべき速度（前方渋滞速度）に早めの
減速を行うことができることで、あるべき速度にスムーズに近づけることができる。例え
ば、渋滞の最後尾車両であるシステム搭載車両Ｓ５が車間距離センサ３０の検出範囲３０
ａに入る前の段階で自車両１の減速を開始することができる。これにより、急制動がなさ
れることを抑制して渋滞末尾に対してスムーズに減速制御を開始することができる。
【００６２】
　また、カーブの先など、自車両１からの見通しがきかない位置に渋滞が発生している場
合であっても、ＥＣＵ２０はいち早く渋滞状態を認知して減速を行うことができる。
【００６３】
　ここで、本実施形態の車両１のように協調交通流制御を実行可能なシステムと、ＡＣＣ
制御を実行可能なシステムとを備える車両では、複数の要求加速度の調停が必要となる。
本実施形態では、要求加速度の最小値をとることで複数の要求加速度の調停を行う。ＥＣ
Ｕ２０は、下記式（２）によって、自車両１に要求する加速度を算出する。
　ａreq＝ｍｉｎ（ａacc，ａcooperate，・・・）…（２）
　ここで、ａreqは自車要求加速度、ａaccはＡＣＣ制御の要求加速度である。以下の説明
では、ＡＣＣ制御の要求加速度ａaccを単に「ＡＣＣ要求加速度ａacc」とも記載する。
【００６４】
　ＡＣＣ要求加速度ａaccは、ＡＣＣ制御において、設定車速や直前の先行車との車間距
離等に基づいて要求される加速度である。例えば、車間距離センサ３０によって検出され
る先行車が存在しない場合、ＡＣＣ要求加速度ａaccは、設定車速と現在車速との速度差
を０とできるように算出される。また、車間距離センサ３０によって先行車が検出されて
おり、かつその先行車の速度が設定車速を下回る場合、ＡＣＣ要求加速度ａaccは、先行
車との実際の車間距離と予め定められた所定距離との差を０とできるように算出される。
例えば、先行車との車間距離が詰まりすぎた場合には、ＡＣＣ要求加速度ａaccは、負の
加速度として算出される。
【００６５】
　ＥＣＵ２０は、要求加速度としてＡＣＣ要求加速度ａaccと協調要求加速度ａcooperate

の２種類の要求加速度から自車要求加速度ａreqを選択する場合、これらのミニマムセレ
クトによって要求加速度を調停する。これにより、自車要求加速度ａreqを適切に決定す
ることができる。ＡＣＣ要求加速度ａaccが協調要求加速度ａcooperateよりも小さな加速
度である場合とは、例えば、先行車との接近によりＡＣＣ要求加速度ａaccとして負の加
速度が要求される場合である。このような場合に、自車要求加速度ａreqとしてミニマム
セレクトによってＡＣＣ要求加速度ａaccが選択されることで、先行車との車間距離を適
切に保つことができる。また、運転者が入力した設定車速へ追従するためのＡＣＣ要求加
速度ａaccも調停対象となるため、協調要求加速度ａcooperateが運転者の設定車速以上に
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加速させてしまうことが規制される。
【００６６】
　一方、協調要求加速度ａcooperateがＡＣＣ要求加速度ａaccよりも小さな加速度である
場合に、自車要求加速度ａreqとして協調要求加速度ａcooperateが選択されることで、全
体をスムーズに流すことができる最適速度を超えて自車両１を加速させること等が抑制さ
れる。
【００６７】
　図１１は、高速道路において前方の渋滞が解消された状態を示す図、図１２は、前方の
渋滞が解消されたときの車両制御について説明するための図である。図１１において、符
号Ｓ６，Ｓ７は、自車線における自車両１の前方を走行するシステム搭載車両を示す。ま
た、符号Ｎ２は、自車両１の直前を走行する先行車を示す。先行車Ｎ２は、システム搭載
車両ではない一般車両である。自車両前方のシステム搭載車両のうち前方を走るシステム
搭載車両Ｓ６は、渋滞が解消されて速度５０ｋｍ／ｈまで加速し、後方のシステム搭載車
両Ｓ７は、速度３０ｋｍ／ｈまで加速している。自車両１は、速度１０ｋｍ／ｈで走行し
ている。ＥＣＵ２０は、自車両の前方のシステム搭載車両の速度に基づいて、前方の渋滞
解消を認知することができる。例えば、より前方を走行するシステム搭載車両ほど高車速
となっていることで渋滞解消を認知することができる。協調交通流制御では、先行車群の
システム搭載車両Ｓ６，Ｓ７に合わせて加速を要求する。例えば、自車両１の直前のシス
テム搭載車両Ｓ７の速度および加速度をあるべき速度および加速度として協調要求加速度
ａcooperateが算出される。これにより、ＥＣＵ２０は、前方の渋滞解消状態をいち早く
認知し、あるべき速度（前方の流れている速度）にスムーズに近づけるよう早めの加速支
援を行うことができる。
【００６８】
　一方で、ＡＣＣ制御では、先行車Ｎ２に合わせてＡＣＣ要求加速度ａaccが算出される
。例えば、先行車Ｎ２と自車両１との車間距離が所定距離よりも小さい場合には、ＡＣＣ
要求加速度ａaccは減速を要求する値となる。この場合、最小値調停されて、ＡＣＣ要求
加速度ａaccが自車要求加速度ａreqとして採用される。また、先行車Ｎ２が十分に加速し
て、自車両１と先行車Ｎ２との車間が開くと、協調要求加速度ａcooperateが自車要求加
速度ａreqとして採用される。協調要求加速度ａcooperateに基づいて積極的に自車両１を
加速させることにより、渋滞を早期解消できるという利点がある。
【００６９】
　なお、ＡＣＣ要求加速度ａaccが先行車Ｎ２との車間に基づき算出された要求加速度で
ある場合に限り、ＡＣＣ要求加速度ａaccと協調要求加速度ａcooperateとで最小値調停を
行うようにしてもよい。言い換えると、先行車に対する追従制御が行われている場合に限
りＡＣＣ要求加速度ａaccと協調要求加速度ａcooperateとの最小値を自車要求加速度ａre

qとするようにしてもよい。このようにした場合、ＡＣＣ制御において設定車速を目標の
速度とする定速走行制御がなされている場合には、ＡＣＣ要求加速度ａaccと協調要求加
速度ａcooperateとの調停はミニマムセレクトとは異なるものとされてもよい。例えば、
協調要求加速度ａcooperateが優先して採用される調停がなされてもよい。
【００７０】
　ここで、調停の結果協調要求加速度ａcooperateが自車要求加速度ａreqとして採用され
る場合、車速がＡＣＣ制御の設定車速を超える場合がある。協調交通流制御における「あ
るべき速度」が、運転者の所望する速度である設定車速を上回る場合などである。設定車
速を上回る速度でクルーズコントロールがなされると、運転者が違和感を覚える可能性が
ある。このため、設定車速が入力されている場合であって、加速度の制御によって設定車
速を超える車速で車両１を走行させようとする場合、予め運転者に設定車速を超える車速
で走行させることについての許可を得ることが好ましい。例えば、協調交通流制御の最適
速度が設定車速を上回る速度であることを表示装置等における表示や音声案内等によって
運転者に伝え、最適速度で車両１を走行させることの許可を求めるようにすればよい。運
転者が許可または不許可を入力する手段は、スイッチ等に対する操作とすることができる
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。このように運転者の許可を得ることで、ドライバ主権のもとで全体の交通流を最適にで
きる速度で車両１を走行させることができる。
【００７１】
　このように、本実施形態の車両制御システム１－１によれば、ＡＣＣ要求加速度ａacc

と協調要求加速度ａcooperateとのミニマムセレクトがなされることによって最適な自車
要求加速度ａreqを選択することができる。なお、調停対象の要求加速度として、ＡＣＣ
要求加速度ａaccおよび協調要求加速度ａcooperateに加えて他の要求加速度が存在する場
合に、それらの要求加速度のミニマムセレクトによって自車要求加速度ａreqを決定する
ようにしてもよい。例えば、プリクラッシュセーフティ（ＰＣＳ：Pre-Crash Safety）シ
ステムにおいて自動的な制動操作を要求する要求加速度（以下、単に「ＰＣＳ要求加速度
」と記載する。）ａpcsが車両１に対して要求されている場合である。ＰＣＳ要求加速度
ａpcsは、自車両１の直前を走行する先行車や自車両の前方の障害物と自車両１との相対
関係に基づいて要求される。つまり、ＰＣＳ要求加速度ａpcsは、第二の要求加速度に対
応している。ここで、先行車との相対関係とは、車間距離や車間時間等であり、障害物と
の相対関係とは、障害物との相対距離や障害物までの到達時間等である。ＰＣＳ要求加速
度ａpcsが要求された場合に、ＡＣＣ要求加速度ａacc、協調要求加速度ａcooperateおよ
びＰＣＳ要求加速度ａpcsの最小値が自車要求加速度ａreqとして採用されるようにしても
よい。
【００７２】
　ＡＣＣ制御が実行されていない場合や、ＡＣＣ制御システムが車両１に搭載されていな
い場合であって、協調要求加速度ａcooperateとＰＣＳ要求加速度ａpcsから自車要求加速
度ａreqを選択するときには、協調要求加速度ａcooperateとＰＣＳ要求加速度ａpcsの最
小値を採用するようにすればよい。
【００７３】
　このようにして、自律システム（ＡＣＣ制御、ＰＣＳシステム）によって先行車や障害
物と自車両との相対関係に基づいて要求されたＡＣＣ要求加速度ａaccやＰＣＳ要求加速
度ａpcs、および協調交通流制御によって道路上の車両の走行状態に関する情報に基づい
て要求された協調要求加速度ａcooperateの最小値が選択されることで、自車要求加速度
ａreqを適切に決定し、車両１の制御における制御目標を適切なものとすることができる
。
【００７４】
　なお、自律システムとは、例えば、自律的に要求加速度を決定するシステムである。自
律的に決定するとは、例えば、道路上の車両、例えば自車両および直前の車両を除く車両
の走行状態に関する情報に基づくことなく要求加速度を決定することである。例えば、Ａ
ＣＣ要求加速度ａaccは、追従走行制御であれば自車両と先行車との相対関係（車間距離
や車間時間等）に基づいて決定されるものであり、定速走行制御であれば運転者の設定し
た設定車速に基づいて決定されるものであるから、直前の先行車を除く他の車両の走行状
態に関する情報に基づいて決定される要求加速度ではなく、自律的に決定される要求加速
度である。同様に、ＰＣＳ要求加速度ａpcsは、直前の先行車を除く他の車両の走行状態
に関する情報に基づいて決定される要求加速度ではなく、自律的に決定される要求加速度
である。
【００７５】
　一方、協調交通流制御では、周辺交通流状況に基づく「あるべき速度、加速度、車間」
などに基づいて要求加速度が決定される。「あるべき速度」は、例えば、他車両と共通の
目標速度であったり、車間距離センサ３０では検出できない前方のシステム搭載車両の車
速に基づく最適速度であったりする。つまり、協調交通流制御は、他車両と共通の制御目
標に基づいて各車両の要求加速度が決定されたり、自律センサでは検出できない他車両の
走行状態に関する情報に基づいて要求加速度が決定されたりする協調制御となっている。
本実施形態では、この協調制御は、通信を介して取得した道路上の車両の走行状態に関す
る情報に基づいて実行されものである。
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【００７６】
　なお、自律システムは、ＡＣＣ制御およびＰＣＳシステムには限定されない。先行車や
障害物と自車両との相対関係に基づいて要求加速度を決定する他のシステムによる要求加
速度が、最小値を選択する調停の対象とする要求加速度として含まれてもよい。
【００７７】
　また、調停対象とする要求加速度として、「先行車や障害物と自車両との相対関係に基
づいて要求加速度を決定するシステム」以外の自律システムの要求加速度が含まれていて
もよい。例えば、自車両１の前方のカーブや道路勾配、料金所等の走行環境に基づく要求
加速度が調停対象に含まれてもよい。また、自律システムの要求加速度や協調制御システ
ムの要求加速度を含む全ての要求加速度を調停対象としてそれらの最小値を自車要求加速
度ａreqとして採用するようにしてもよい。要求加速度を調停して速度変化の仕方を制御
することで、燃費や乗り心地の向上等を図ることができる。また、複数の要求加速度の最
小値が選択されることで、より減速側の支援が行われ、車間距離の確保等が可能となる。
【００７８】
　なお、運転者のアクセル操作やブレーキ操作等の運転操作に基づく要求加速度であるド
ライバ要求加速度は、他の全ての要求加速度よりも優先される。すなわち、ドライバ要求
加速度を入力する運転者の操作があった場合、他の要求加速度に代えてドライバ要求加速
度に基づく車両制御がなされる。
【００７９】
　なお、ＥＣＵ２０によって、要求加速度の調停だけでなく、複数の要求速度の調停がな
されてもよい。例えば、複数の要求速度の最小値を目標速度として選択するようにしても
よい。
【００８０】
　本実施形態では、「あるべき速度」としての最適速度が、各システム搭載車両において
決定されたがこれには限定されない。例えば、最適速度は、インフラシステム１－２によ
って決定されてもよい。この場合、インフラシステム１－２は、例えば、交通量計測装置
４１によって計測された交通量や、車車間通信によって各システム搭載車両から取得した
情報に基づいて最適速度を決定することができる。インフラシステム１－２は、臨界状態
となることを抑制できる速度を各システム搭載車両に共通の最適速度として路車間通信に
より送信してもよい。また、インフラシステム１－２は、システム搭載車両から取得した
情報に基づいて渋滞の発生を認知した場合には、渋滞よりも後方のシステム搭載車両、す
なわち渋滞に接近しているシステム搭載車両に対して渋滞箇所の速度に基づく最適速度を
送信してもよい。また、インフラシステム１－２は、渋滞の解消を認知した場合には、渋
滞の車群中にあるシステム搭載車両に対して、渋滞から離脱したシステム搭載車両の速度
に基づく最適速度を送信してもよい。
【００８１】
　また、本実施形態では、車両制御システム１－１は、道路側のインフラシステム１－２
から交通量に関する情報を取得したが、交通量に関する情報の取得方法はこれには限定さ
れない。例えば、各システム搭載車両は、自車両１が検出した近傍の交通量や、他のシス
テム搭載車両が検出した近傍の交通量に基づいて、周囲の交通流状況を認知することがで
きる。各システム搭載車両の近傍の交通量は、例えば、レーダー等のセンサによって近傍
を走行する車両数や各車両との相対位置を検出したり、カメラ等によって撮像された自車
両１の周囲の画像データに基づいて近傍を走行する車両数や各車両との相対位置を検出し
たりすることによって検出可能である。このように取得した近傍の交通量を各システム搭
載車両が車車間通信を介して共有することで、車車間通信が可能な範囲内における交通流
状況を認知するようにすれば、インフラシステム１－２を省略して協調交通流制御を実行
することや、インフラシステム１－２との通信範囲外のエリアにおいても協調交通流制御
を実行することが可能となる。
【００８２】
　また、システム搭載車両は、他のシステム搭載車両と相互に通信するだけでなく、他の
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両との路車間通信を中継したりしてもよい。このようにすれば、距離の離れたシステム搭
載車両同士の通信やインフラシステム１－２から離れた位置を走行するシステム搭載車両
とインフラシステム１－２との路車間通信を円滑に行わせることができる。また、山間部
を走る道路など、路車間通信や車車間通信の通信可能な範囲が狭くなりやすい道路であっ
ても、広範囲で協調交通流制御を実行できる。同様にして、インフラシステム１－２は、
システム搭載車両と相互に通信するだけでなく、システム搭載車両同士の車車間通信を中
継するようにしてもよい。また、路車間通信や車車間通信を中継する中継局や中継車が設
けられてもよい。
【００８３】
　また、インフラシステム１－２は、交通量に関する情報だけでなく、他の道路交通に関
する情報を路車間通信により送信してもよい。道路交通に関する情報とは、例えば、交通
情報を提供するセンターから取得した、交通情報、通行規制や速度規制等の規制に関する
情報、路面状況に関する情報等である。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　以上のように、本発明にかかる車両制御システムは、車両の制御における目標を適切な
ものとするのに適している。
【符号の説明】
【００８５】
　１－１　車両制御システム
　１－２　インフラシステム
　１　車両
　２０　ＥＣＵ
　３０　車間距離センサ
　３２　路車間通信装置
　３３　車車間通信装置
　５０　ナビゲーション装置
　ａreq　自車要求加速度
　ａacc　ＡＣＣ要求加速度
　ａcooperate　協調要求加速度
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